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令和 7年度 部活動運営計画 

部活動担当 

１．目的 

  （１）趣味を同じくする異年齢集団で活動することにより、自己実現の経験を味あわせ、社会に適

応できる人間形成を図る。 

  （２）健全な心身や豊かな情操を育て、余暇を善用する態度を養うとともに、能力・適性等の発見

と伸長を助ける。 

  （３）集団の一員としての役割を自覚し、集団の向上・発展につくす能力を養う。 

 

２．部活動名と顧問名 

 部活動名 顧問名  部活動名 顧問名 

１ 野 球  ５ バレーボール（女）  

２ サッカー  ６ 卓 球  

３ テ ニ ス（女）  ７ 合 唱  

４ 陸 上  ８ 美 術  

☆ ※柔 道  ☆ ※水泳  

  ◎駅伝・・・ 

 

県補助金申請・・・   生徒会会計・・・ 

 

３．活動について 

  （１）部活動は、顧問教師と部員とでその運営にあたる。地域の方の協力を得て技術指導にあたる

こともある。 

 

  （２）活動目標 ←芝中精神から 

粘り強さと自主性をもって活動しよう・・・ファイト 
礼儀正しくしよう・・・・・・・・・・・・マナー 

お互いを認め合い、切磋琢磨しよう・・・・チームワーク 

 

  （３）活動時間 

 

●１日の活動時間は平日２時間程度とし、休業日は３時間程度とする。但し、練習試合等

については、参加チーム数を勘案した上で活動時間を設定する。 

 長期休業中も同様とし、その意義をふまえ、まとまった休養期間を設ける。 

 ※平日が午前日課等で再登校して活動する場合、活動開始時刻から 2時間程度 

 

●休養日は、週当たり２日以上とする。 

 平日の１日以上と週末のいずれか１日以上とし、週末の土日両日ともに大会参加等で活動   

した場合、他の日に休養日を振り替える。また、定期テスト５日前は部活動を行わない。 

 

 ① 部活動は、顧問が確実につける日程で行う。 

   職員会議、学年会、指導部会がある日は、部活動は行わない。（顧問不在になるため） 

  入学式（朝）・卒業式（前日午後・当日朝・午後）・体育祭（朝・午後） 
   

 ② 朝練習は、７：１０～７：５５（チャイム）までの間で行う。 
      ７：００までは、生徒は校舎内、体育館内には入らない。（早く来すぎないように） 

８：１５までには昇降口を通過し朝読書に間に合うようにする。 

         健康管理上からも、必ず朝食をとってから参加させるよう指導する。朝練習の終了後は、

制服に着替える。(１校時が、体育など技能教科等の授業の場合、ジャージのままでよい) 

 

     ③ 最終下校時刻は、日没時間を参考とし、以下の通りとする。 

４月～７月 夏休み中 ９月 １０月 １１～１月 ２・３月 

１８：００ １６：４０ １７：４５ １７：３０ １７：００ １７：３０ 

・活動場所へは荷物と用具等を持って行き、活動終了後は教室に戻らない。 

      ・活動終了後は、活動場所の戸締まり、清掃、片付けをしっかり行う。 

          ・最終下校時刻のチャイムが鳴り終わるまでには、校門を出ていること。 
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   ④ 活動時間延長について 

     公式戦（市教委主催・協会主催）・発表会が間近な場合は、練習時間の延長を許可する場

合がある。（大会や発表会の２週間前の中で最大５日間とする。）校長の許可を得て、３

０分の延長を認める。 

     ※上記の大会以外で、上位大会に繋がる大会については例外として認める場合がある。 

 

   ⑤ 定期テスト５日前からは原則とし、諸活動停止期間とする。  

         ※大会、発表会が間近な場合は、練習を許可する場合もある。→実施届を出す 

    ◎延長する前日までに、全職員に周知し、保護者にも前日までに連絡をする。→延長届を出す 

 

（４）活動時の服装 

      ① 体育の授業の時の服装に準ずる。 

      ② 部で認めたＴシャツやユニフォーム、ウインドブレーカーでの活動はよい。 

      ③ 登下校時は制服とする。ただし、部活動に参加するための再登校の際や長期休業中及び 

休日は、ジャージや体操服、ウインドブレーカー等で登校しても良い。 

 

（５）昼食 

      ① 午前日課場合、昼食は部でまとまってとることとし、顧問が付き添いのもと指示した場所 

でとる。昼食後は、速やかに活動場所へ移動する。また、その際に使用した教室はきちん 

と後片づけをする。 

      ② 昼食なしの午前日課に、練習開始が１４時以降になる場合は、家から再登校する。 

      ③ 昼食の買い出しは禁止とする。 

      ④ 水筒の持参については、学校のきまりに準ずる。 

     （ペットボトルは必ず持ち帰る。ビン・缶は禁止とする。） 

 

（６）登下校・対外試合・発表会等でのルール 

      ① 自転車での移動は禁止とする。 

      ② 試合や発表会場で買い食いをしない。※行き帰りの移動時も同様。 

      ③ 携帯電話の持参は原則として禁止する。 

  

（７）その他 

      ・ 毎月の活動予定表を必ず作成し、保護者に配布するとともに放送室前にも掲示する。 

   ・ 毎月月末に活動予定表、活動実施確認表を職員室の管理職席前のファイルに提出をする。 

・ 部室のある部は、常に整理整頓を心がける。 

      ・ 各顧問は、活動場所の最終確認と、終了の挨拶を必ず行う。 

      ・ 先にも記したように、下校時刻を必ず守ること。 
   ・ 校外学習・修学旅行の前日（放課後）と当日については、該当学年の生徒は参加しない。 

   ・ 部長会議を月１回実施し、各部活動の実態や課題を共有する。 

 

☆ 以上のことが守れない場合は、厳重注意を行い、活動停止等の処置をとることもある。 

 

４．入部について 
      ・ 「新入生のしおり」に入る「芝山中学校の部活動について」に沿って行う。 

      ・ 途中入部については、担任・顧問と本人・保護者とが話し合いをもった上で、入部を認め 

ることとする。 

 

５．退部について 

   ・ 担任や顧問と本人・保護者が話し合いをもった上で、退部を認めることとする。その際は 

本人が部活動主任を通じて退部届を受け取り、記入の上顧問に提出すること。 

      ・ 他の部への移籍については、退部届が受理され、入部届を返してもらい、訂正あるいは新 

たに入部届を作成し、提出するものとする。 

 

６．３年生の部活引退後の参加について 

   ・ 原則的には部活動に参加しない。 
   ・ 入試関連で部活に参加する必要がある場合には参加承諾書を作成し、校長・担任・顧問の 

承諾を得ること。 

・ その他、練習会など特別な理由がある場合は部活動主任と管理職に確認を得ること。 
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７．新入生部活動入部への流れ 

   ４/１１(金)      新入生歓迎会・部活動加入票配布 ※在校生部活動加入票再提出〆切 

４/１４(月)-２４(木)  仮入部期間（５：１５ごろから片付けを開始し、放課後５：３０まで

に校門を通過する） 

※本入部していなければ朝練・休日練参加不可（部の特別な事情があ 

る場合のみ、必ず保護者に了解をとった上で顧問の責任のもと活動 

させてもよいものとする。新入生の最終下校時間は、体力面をふま 

えて顧問と相談し、予定表に明記することとする。） 

              ※加入票を提出した新入生は、他部活への参加・見学不可 

   ４/２４（木)      部活動加入票提出締め切り 本人→担任→本人→顧問 

              ※迷っている生徒は２４日以降でもよいが顧問・担任と連絡をとる。 

４/２５(金)放課後   部活動所属者集会(体育館) 

              部活動における学校のルールや、元気な挨拶、マナー等の説明 

               本入部開始（本入部後も朝練・休日の参加、放課後の時間も配慮） 


